
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成30年 2月 26日

各  位

会 社 名  株式会社大日光・エンジニアリング

代 表 者  代表取締役社長　山口 侑男

（ＪＡＳＤＡＱ・コード6635）

問合せ先 

役職・氏名 取締役経営企画室長　

為崎 靖夫

電話（0288）26－3930

定款一部変更に関するお知らせ
　

当社は､平成 30年 2月 26日開催の取締役会において、定款一部変更の件を平成 30年 3月 27日

開催予定の第39回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　     記

１、変更の理由

　　  事業の多様化と今後の事業展開に備えるため､現行定款第 2条の目的事項に追加するもの

であります｡

２、変更の内容

    　変更の内容は次のとおりであります｡

   　 定款変更事項

         (下線部分は変更箇所を示しております｡) 

           　　現 行 定 款              　変 　更 　案

(目的)
第 2 条

 1.〜17.  〈条文記載省略〉

                 〈 新 設 〉

　　　 　 〈 新 設 〉

　　　 　 〈 新 設 〉
　　　　   〈 新 設 〉

18.         〈条文記載省略〉

(目的)
第 2 条

  1.〜17.     〈現行のとおり〉

18. 地方自治法に基づく指定管理者制度によ

　  る公共施設の運営受託に関する業務

19. 食料品、農産物、飲料水、酒類及び日用品

　  雑貨等の販売

20. 保育所の運営及び管理

21. 健康管理及び健康促進に関する機器の販　

売及びサービスの提供

22.　　       〈現行のとおり〉



３、日 程

    定款変更のための株主総会開催日        平成30年 3月 27日(予定)

    定款変更の効力発生日                  平成 30年 3月 27日(予定)

                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　


